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大量保有報告制度 
 
１ 大量保有報告制度の意義 

上場会社に対する株券等保有割合が５％を超える者（大量保有者）に対し、当該割合

を超えた日から５営業日以内に大量保有報告書の提出を義務づけ、株券等保有割合、

保有目的、保有する株券等の内訳、取得資金の内容などの開示を求める制度 
 
２ 特例報告制度（第４号様式） 

一定の範囲の機関投資家に限り、一定程度大量保有報告書の提出頻度及び期限を軽減

する制度 
（注１）機関投資家等であっても特例報告が認められない場合 

     ①１０％超 
     ②基準日の届出を行っていない場合 
     ③重要提案行為等（下記３「改正点」の２、３、４） 
     ④証券会社等に該当しない共同保有者が１％超 
     ⑤１０％超から１０％を下回る場合（下記３「改正点」の５） 
（注２）株券等保有割合の算出に当たっては、新株予約権などの潜在株式（改正部分）、

議決権のある株式に定款上転換されるような内容の（議決権のない）種類株式

含む 
（注３）短期大量譲渡 

     ①６０日内で最高の株券等保有割合の２分の１未満まで減少、かつ、 
     ②６０日内で最高の株式保有割合から５％を超えて減少 
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３ 改正点 
１ 特例報告書提出頻度及び期限（２７条の２６第３項） 

  （旧）３ヶ月ごとの基準日の属する月の翌月１５日まで 
    →毎月２回の基準日から５営業日以内に短縮 
２ 特例報告制度の要件１（２７条の２６第１項） 

  （旧）会社の事業活動を支配することを保有の目的としないもの 
    →重要提案行為等（具体的、外形的行為により明確化） 
３ 特例報告制度の要件２（２７条の２６第４項） 

   特例報告制度を利用していた５％を超える保有者が、５％を超えることとなった日

以後最初に到来する基準日の５営業日後までの期間内に重要提案行為等を行う場合 
   ～重要提案行為等の５営業日前までに大量保有報告書提出 
４ 特例報告制度の要件３（２７条の２６第５項） 

   特例報告制度を利用して大量保有報告書または変更報告書を提出した後に、株券等

保有割合が１％以上増加し、増加日から増加した日以後最初に到来する基準日の５

営業日後までの期間内に重要提案行為等を行う場合 
   ～重要提案行為等の５営業日前までに変更報告書提出 
５ 特例報告制度の要件４（２７条の２６第２項第３号） 

   特例対象者の株券等保有割合が１０％を上回っていたことにより一般報告を行って

いた場合 
   ～１０％を下回り特例対象株券等になった日から５営業日以内に変更報告書 
  （旧）特例報告 

６ EDINET による開示（２７条の３０の２、２７条の３０の３） 
７ 共同保有者間における株券保有数の算定（２７条の２３第４項） 
８ 投資証券を大量保有報告書の対象に（２７条の２３第１項、施行令１４条の４） 
９ 刑事罰の強化（１９７条の２第５、６項） 
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（注１）改正後の基準日 
①各月の第２月曜日及び第４月曜日（第５月曜日がある場合にあっては、第２月

曜日、第４月曜日及び第５月曜日） 
②各月の１５日及び末日（これらの日が日曜日または土曜日であるときはその

翌月曜日） 
（注２）重要提案行為等 

     提案対象と提案事項 
（注３）２は、当初から重要提案行為等を保有の目的とする者 

     ３、４は、当初は重要提案行為等を行う目的がなかったが、その後重要提案行

為等を行う場合 
（注４）３、４の具体例： 

５％超が１日、基準日が１４日（第２月）、重要提案行為等が１２日→７日まで 
     ５％超が１日、基準日が１４日、重要提案行為等が１６日→１１日まで 
     ５％超が１日、基準日が１４日、重要提案行為等が２２日→１９日 
（注５）３、４は第一号様式による 
（注６）尚、重要提案行為等に関連して、大量保有報告書での保有目的などに関する開

示内容も拡大（第１号様式記載上の注意（10）保有目的（11）重要提案行為等） 
（注７）５で、１３％→１０％となった場合はどうか→一般報告 
（注８）共同保有者：株券等の取得者と共同して、株券等の取得、譲渡、議決権その他

の権利行使を行うことを合意している者 
（注９）みなし共同保有者 

     夫婦、５０％超、兄弟会社＋（改正後）実質支配力基準「組合」 
     軽微基準有り（０．１％） 
（注 10）ネットアウトの手法 

     ①引渡しの相手方が共同保有者である場合は控除せず 
     ②引渡請求権その他政令で定める権利が存在する場合は加算せず 
（注 11）変更報告書 

     「重要な事項の変更」についても要提出 
     ①大量保有報告書（変更報告書）の記載内容の変更 
     ②変更の影響が軽微か否かは変動の内容が１％未満か否かで判断 
（注 12）EDINET：事前に登録届出書要提出（手続きに数日間必要） 


